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私は、下記の事項について誓約いたします。 
なお、下記の事項に該当となった場合には、速やかに届け出るとともに、指名停止等（契約の

解除、許可の取消及び補助金等の不交付を含む。）、五島かんしょ研究会が行う一切の措置につい

て、異議申し立てを行いません。 
   

記 
 
１ 自己又は自己の法人その他の団体の役員等（別紙役員等名簿に記載）は、次のいずれにも該

当する者ではありません。 
(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下

「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
(2) 暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
(3) 暴力団員により経営に実質的に支配若しくは関与を受けている者 
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者の損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積

極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者 
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

２ １に掲げるものを下請契約等（受託契約及び間接補助事業交付決定を含む。）の相手方にしま

せん。 
３ 下請契約等（受託契約及び間接補助事業交付決定を含む。）の相手方が１に掲げる者であるこ

とを知ったときは、当該下請契約等（受託契約及び間接補助事業交付決定を含む。）を解除（又

は取消）します。 
 


